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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自車両に搭載され、自車両のドライバによる運転操作を支援する運転支援装置であって
、
　第１ディスプレイ（４、５、１１）と第２ディスプレイ（５、１１、１２）のそれぞれ
に表示する内容を制御する表示制御部（Ｆ４）と、
　自車両の周辺を走行する周辺車両の、自車両に対する相対位置を示す周辺車両情報を逐
次取得する周辺車両情報取得部（Ｆ２１）と、
　前記周辺車両情報に示されている前記周辺車両の相対位置の時間変化から、前記ドライ
バが前記周辺車両との前後関係を変更するか否かを推定するドライバ意図推定部（Ｆ２）
と、を備え、
　前記第１ディスプレイは、前記第２ディスプレイよりも、その表示内容を前記ドライバ
が視認しやすい位置に設けられており、
　前記ドライバ意図推定部は、前記周辺車両の相対位置の時間変化に基づいて、前記ドラ
イバが自車両の先行車両を追い抜こうとしているか否かを判定する追い抜き判定部（Ｆ２
３）を備え、
　前記表示制御部は、
　前記ドライバ意図推定部の推定結果に基づいて、前記ディスプレイに表示する内容を変
更するものであって、
　前記追い抜き判定部が前記ドライバは自車両の先行車両を追い抜こうとしていると判定
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している場合に前記第１ディスプレイに表示する情報の種類の数は、前記追い抜き判定部
が前記ドライバは前記先行車両を追い抜こうとしていると判定していない場合に前記第１
ディスプレイに表示する情報の種類の数よりも少なく設定されており、
　前記追い抜き判定部が前記ドライバは自車両の先行車両を追い抜こうとしていると判定
することによって前記第１ディスプレイから表示されなくなる情報の一部は、前記第２デ
ィスプレイに表示するように設定されており、
　前記第１ディスプレイと前記第２ディスプレイのそれぞれにおいて、表示内容を変更す
る前と変更した後において同一の前記ディスプレイに共通して表示する情報については、
変更後においてもそのディスプレイにおいて変更前と同じ位置に表示することを特徴とす
る運転支援装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記追い抜き判定部が前記ドライバは自車両の先行車両を追い抜こうとしていると判定
することによって表示先が前記第１ディスプレイから前記第２ディスプレイとなる情報は
、経路案内情報、又は、所定の区間における平均燃費及び所定の区間のうち燃料消費を低
減する運転を実施できた割合の少なくとも何れか一方を示すＥＣＯ情報であることを特徴
とする運転支援装置。
【請求項３】
　請求項１又は２において、
　前記表示制御部は、
　前記追い抜き判定部が前記ドライバは自車両の先行車両を追い抜こうとしていると判定
している場合、前記第１ディスプレイには、前記ドライバの運転操作に用いられる運転情
報を表示するとともに、前記第１ディスプレイには前記追従走行情報、前記ＥＣＯ情報、
前記オーディオ曲名、及び、メール着信通知は表示しないことを特徴とする運転支援装置
。
【請求項４】
　請求項３において、
　前記運転情報は、前記周辺車両情報を含み、
　前記表示制御部は、前記追い抜き判定部によって前記ドライバは自車両の先行車両を追
い抜こうとしていると判定されている場合には、前記運転情報の中でも前記周辺車両情報
を、前記第１ディスプレイが備える表示領域のうち、車両正面を向いているドライバの視
界の中心に近い位置に表示することを特徴とする運転支援装置。
【請求項５】
　請求項３又は４において、
　前記ドライバ意図推定部は、前記周辺車両の相対位置の時間変化に基づいて、前記ドラ
イバが自車両の後続車両に追い抜かれようとしているか否かを判定する追い抜かれ判定部
（Ｆ２４）を備え、
　前記表示制御部は、前記追い抜かれ判定部によって前記ドライバが自車両の後続車両に
追い抜かれようとしていると判定されている場合には、前記複数種類の情報のうちの前記
運転情報以外の、少なくとも１種類の情報を、前記第２ディスプレイに表示することを特
徴とする運転支援装置。
【請求項６】
　請求項５において、
　前記運転支援装置は、先行車両との車間距離を一定に維持しながら走行するように自車
両の走行を制御する追従走行機能を備えるとともに、前記追従走行機能の動作状態を制御
する走行制御部（Ｆ５）を備え、
　前記走行制御部は、
　前記追い抜き判定部によって前記ドライバが自車両の先行車両を追い抜こうとしている
と判定されている場合には、前記追従走行機能を停止し、
　前記追い抜かれ判定部によって前記ドライバが自車両の後続車両に追い抜かれようとし
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ていると判定されている場合には、前記追従走行機能を動作させることを特徴とする運転
支援装置。
【請求項７】
　請求項６において、
　前記表示制御部は、前記追い抜かれ判定部によって前記ドライバが自車両の後続車両に
追い抜かれようとしていると判定されている場合には、前記追従走行機能の動作状態を示
す追従走行情報を、前記第１ディスプレイが備える表示領域のうち、車両正面を向いてい
るドライバの視界の中心に近い位置に表示することを特徴とする運転支援装置。
【請求項８】
　請求項６又は７において、
　前記運転支援装置は、前記ドライバに対して実施する支援内容がそれぞれ異なる複数の
動作モードを備えるとともに、前記ドライバ意図推定部の推定結果に基づいて、前記運転
支援装置の動作モードを切り替えるモード設定部（Ｆ３）を備え、
　前記運転支援装置は、前記動作モードとして少なくとも、前記ドライバが自車両の先行
車両を追い抜こうとしている場合の運転操作を支援する追い抜きモードを備え、
　前記モード設定部は、前記追い抜き判定部によって前記ドライバが前記先行車両を追い
抜こうとしていると判定されている場合に、前記運転支援装置を前記追い抜きモードに設
定し、
　前記表示制御部は、前記運転支援装置が前記追い抜きモードとなっている場合に、前記
第１ディスプレイ、及び前記第２ディスプレイに、前記複数種類の情報のうち、前記運転
情報を、他の情報よりも大きく表示することを特徴とする運転支援装置。
【請求項９】
　請求項８において、
　前記運転支援装置は、前記動作モードとして前記ドライバが自車両の後続車両に追い抜
かれようとしている場合の運転操作を支援する追い抜かれモードを備え、
　前記モード設定部は、前記追い抜かれ判定部によって前記ドライバが前記後続車両に追
い抜かれようとしていると判定されている場合に、前記運転支援装置を前記追い抜かれモ
ードに設定し、
　前記表示制御部は、前記追い抜かれ判定部によって前記ドライバが自車両の後続車両に
追い抜かれようとしていると判定されている場合には、前記複数種類の情報のうちの前記
運転情報以外の、少なくとも１種類の情報を前記第２ディスプレイに表示することを特徴
とする運転支援装置。
【請求項１０】
　請求項９において、
　前記運転支援装置は、前記ドライバが先行車両を追い抜こうとも追い抜かれようともし
ていない場合の運転操作を支援する通常モードを備え、
　前記モード設定部は、前記追い抜き判定部によって前記ドライバが前記先行車両を追い
抜こうとしていると判定しておらず、かつ、前記追い抜かれ判定部によって前記ドライバ
が前記後続車両に追い抜かれようとしていると判定していない場合には、前記運転支援装
置を前記通常モードに設定することを特徴とする運転支援装置。
【請求項１１】
　自車両に搭載され、
　動作モードとして、自車両のドライバが自車両の先行車両を追い抜こうとしている場合
の運転操作を支援する追い抜きモードと、前記ドライバが自車両の後続車両に追い抜かれ
ようとしている場合の運転操作を支援する追い抜かれモードと、前記ドライバが先行車両
を追い抜こうとも追い抜かれようともしていない場合の運転操作を支援する通常モードと
、を備える運転支援装置であって、
　第１ディスプレイ（４、５、１１）と第２ディスプレイ（５、１１、１２）のそれぞれ
に表示する内容を制御する表示制御部（Ｆ４）と、
　自車両の周辺を走行する周辺車両の、自車両に対する相対位置を示す周辺車両情報を逐
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次取得する周辺車両情報取得部（Ｆ２１）と、
　前記周辺車両情報に示されている前記周辺車両の相対位置の時間変化から、前記ドライ
バが前記周辺車両との前後関係を変更するか否かを推定するドライバ意図推定部（Ｆ２）
と、
　前記ドライバ意図推定部の推定結果に基づいて、前記運転支援装置の動作モードを切り
替えるモード設定部（Ｆ３）と、を備え、
　前記第１ディスプレイは、前記第２ディスプレイよりも、その表示内容を前記ドライバ
が視認しやすい位置に設けられており、
　前記表示制御部は、前記ドライバ意図推定部の推定結果に基づいて、前記第１ディスプ
レイ及び前記第２ディスプレイに表示する内容を変更するものであって、
　前記表示制御部が前記第１ディスプレイに表示させる情報の種類の数は、前記追い抜か
れモード、前記通常モード、前記追い抜きモードの順に低減させることを特徴とする運転
支援装置。
【請求項１２】
　請求項８において、
　前記運転支援装置は、自車両に搭載された変速機を制御することによって前記ドライバ
による加速操作を支援する加速支援機能を備え、
　前記走行制御部は、前記運転支援装置が前記追い抜きモードとなっている場合には、前
記加速支援機能を動作させることを特徴とする運転支援装置。
【請求項１３】
　請求項８から１１の何れか１項において、
　前記第１ディスプレイに表示させる情報の種類を変更する前記ドライバによる操作を受
け付ける操作受付部（Ｆ６）を備え、
　前記運転支援装置が前記追い抜きモードとなっている場合には、前記操作受付部は前記
操作を受け付けないことを特徴とする運転支援装置。
【請求項１４】
　請求項３から１３の何れか１項において、
　前記第１ディスプレイは、自車両正面を向いている前記ドライバの視線方向から所定の
第１角度内に表示領域を備えるディスプレイであって、
　前記第２ディスプレイは、自車両正面を向いている前記ドライバの視線方向からの角度
が、前記第１角度よりも大きい角度となる位置に設けられたディスプレイであることを特
徴とする運転支援装置。
【請求項１５】
　請求項３から１３の何れか１項において、
　前記第１ディスプレイは、運転席正面方向においてインストゥルメントパネルよりも上
方に表示領域を備えるディスプレイであって、
　前記第２ディスプレイは、インストゥルメントパネルに設けられているディスプレイで
あることを特徴とする運転支援装置。
【請求項１６】
　請求項３から１３の何れか１項において、
　前記第１ディスプレイは、インストゥルメントパネルの車幅方向中央領域の最上段に設
けられたディスプレイであって、
　前記第２ディスプレイは、運転席正面のインストゥルメントパネルに設けられたディス
プレイであることを特徴とする運転支援装置。
【請求項１７】
　請求項１５において、
　前記第１ディスプレイはヘッドアップディスプレイであって、前記第２ディスプレイは
メータディスプレイであることを特徴とする運転支援装置。
【請求項１８】
　請求項１６において、
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　前記第１ディスプレイはマルチファンクションディスプレイであって、前記第２ディス
プレイはメータディスプレイであることを特徴とする運転支援装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自車両のドライバの運転操作を支援する運転支援装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、自車両の走行速度や、制限速度、先行車両などの注意対象を強調するマークなど
、ドライバの運転操作を支援するための種々の情報を、ヘッドアップディスプレイ（以下
、ＨＵＤ）に表示する技術が開示されている（例えば特許文献１）。
【０００３】
　また、特許文献２には、先行車両と自車両との相対速度に基づいて、自車両のドライバ
が先行車両を追い抜こうとしているか否かといったドライバの意図を推定し、その推定結
果に基づいて、変速機を制御する装置が開示されている。この特許文献２に開示の装置で
は、ドライバが先行車両を追い抜こうとしていると推定した場合には、変速機を低速用の
変速段や変速比に変更することで、より大きな駆動力を発生させる。これによって、ドラ
イバのスムーズな追い抜き操作を支援する。
【０００４】
　その他、自車両と先行車両との車間距離を一定に保つように走行速度を制御（いわゆる
追従走行制御）する技術や、車載カメラが撮像した画像から自車両が走行している車線を
認識し、自車両が当該車線から逸脱しないように操舵制御を実施する技術も開示されてい
る。
【０００５】
　以上で述べたように、運転操作によってドライバにかかる負荷を低減するための様々な
支援を実施する運転支援装置が開示されている。なお、ここでの運転操作とは、運転操作
に必要な情報の認知や判断といった過程も含むものとする。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１３－１９６３５９号公報
【特許文献２】特開２００６－７１０８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献１に開示の運転支援装置では、ドライバが先行車両を追い抜こうとしている場
合と、先行車両に追従走行している場合とで、ＨＵＤに表示する情報の種類が変更された
りはしない。
【０００８】
　しかしながら、ドライバが先行車両を追い抜こうとしている場合には、周囲の交通の流
れに乗って走行している場合に比べて、より高度な認知、判断、操作が必要となる。そし
て、これに伴って、自車の車速や制限速度など、ドライバが認識しておくべき情報の種類
が異なってくる。すなわち、ドライバの意図に応じた情報が表示装置に表示される事が好
ましい。
【０００９】
　また、特許文献２の運転支援装置では、ドライバが先行車両を追い抜こうとしているか
否かに応じて変速機を制御する態様については言及しているが、表示装置の表示内容（情
報の種類や表示態様）を変更することについては言及されていない。
【００１０】
　本発明は、この事情に基づいて成されたものであり、その目的とするところは、運転操
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作に対するドライバの意図に、より適した情報を表示装置に表示する運転支援装置を提供
することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　その目的を達成するための第１の発明は、自車両に搭載され、自車両のドライバによる
運転操作を支援する運転支援装置であって、第１ディスプレイ（４、５、１１）と第２デ
ィスプレイ（５、１１、１２）のそれぞれに表示する内容を制御する表示制御部（Ｆ４）
と、自車両の周辺を走行する周辺車両の、自車両に対する相対位置を示す周辺車両情報を
逐次取得する周辺車両情報取得部（Ｆ２１）と、周辺車両情報に示されている周辺車両の
相対位置の時間変化から、ドライバが周辺車両との前後関係を変更するか否かを推定する
ドライバ意図推定部（Ｆ２）と、を備え、第１ディスプレイは、第２ディスプレイよりも
、その表示内容をドライバが視認しやすい位置に設けられており、ドライバ意図推定部は
、周辺車両の相対位置の時間変化に基づいて、ドライバが自車両の先行車両を追い抜こう
としているか否かを判定する追い抜き判定部（Ｆ２３）を備え、表示制御部は、ドライバ
意図推定部の推定結果に基づいて、ディスプレイに表示する内容を変更するものであって
、追い抜き判定部がドライバは自車両の先行車両を追い抜こうとしていると判定している
場合に第１ディスプレイに表示する情報の種類の数は、追い抜き判定部がドライバは先行
車両を追い抜こうとしていると判定していない場合に第１ディスプレイに表示する情報の
種類の数よりも少なく設定されており、追い抜き判定部がドライバは自車両の先行車両を
追い抜こうとしていると判定することによって第１ディスプレイから表示されなくなる情
報の一部は、第２ディスプレイに表示するように設定されており、第１ディスプレイと第
２ディスプレイのそれぞれにおいて、表示内容を変更する前と変更した後において同一の
ディスプレイに共通して表示する情報については、変更後においてもそのディスプレイに
おいて変更前と同じ位置に表示することを特徴とする。
　また、上記目的を達成するための第２の発明は、自車両に搭載され、動作モードとして
、自車両のドライバが自車両の先行車両を追い抜こうとしている場合の運転操作を支援す
る追い抜きモードと、ドライバが自車両の後続車両に追い抜かれようとしている場合の運
転操作を支援する追い抜かれモードと、ドライバが先行車両を追い抜こうとも追い抜かれ
ようともしていない場合の運転操作を支援する通常モードと、を備える運転支援装置であ
って、第１ディスプレイ（４、５、１１）と第２ディスプレイ（５、１１、１２）のそれ
ぞれに表示する内容を制御する表示制御部（Ｆ４）と、自車両の周辺を走行する周辺車両
の、自車両に対する相対位置を示す周辺車両情報を逐次取得する周辺車両情報取得部（Ｆ
２１）と、周辺車両情報に示されている周辺車両の相対位置の時間変化から、ドライバが
周辺車両との前後関係を変更するか否かを推定するドライバ意図推定部（Ｆ２）と、ドラ
イバ意図推定部の推定結果に基づいて、運転支援装置の動作モードを切り替えるモード設
定部（Ｆ３）と、を備え、第１ディスプレイは、第２ディスプレイよりも、その表示内容
をドライバが視認しやすい位置に設けられており、表示制御部は、ドライバ意図推定部の
推定結果に基づいて、ディスプレイに表示する内容を変更するものであって、表示制御部
が第１ディスプレイに表示させる情報の種類の数は、追い抜かれモード、通常モード、追
い抜きモードの順に低減させることを特徴とする。
【００１２】
　以上の構成では、ドライバ意図推定部が、自車両と周辺車両との相対位置の時間変化か
ら、ドライバが周辺車両との前後関係を変更しようとしているか否かを推定する。そして
、表示制御部は、その推定結果に応じてディスプレイの表示内容を変更する。
【００１３】
　例えばドライバ意図推定部が、ドライバが先行車両と追い抜こうとしていると判定した
場合には、その追い抜き操作に適した、予め定められた種類の情報を表示させる。そのよ
うに以上の構成によれば、運転操作に対するドライバの意図に、より適した情報を表示装
置に表示することができる。
【図面の簡単な説明】
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【００１４】
【図１】本実施形態に係る運転支援システム１００の概略的な構成の一例を示すブロック
図である。
【図２】本実施形態に係るＨＣＵ１の概略的な構成の一例を示す機能ブロック図である。
【図３】各支援モードにおいてＨＵＤ４及びメータディスプレイ５に表示する情報の種類
を表した表である。
【図４】ＨＣＵ１が実施する運転支援処理の流れの一例を示すフローチャートである。
【図５】ＨＣＵ１が実施する追抜判定処理の流れの一例を示すフローチャートである。
【図６】運転席周辺の外観図である。
【図７】運転席周辺に設けられる種々のディスプレイに対するドライバの視認性について
説明するための図である。
【図８】変形例４における表示制御部Ｆ４が、制御対象とする各ディスプレイに表示する
情報の種類の一例を表した表である。
【図９】変形例５における表示制御部Ｆ４が、制御対象とする各ディスプレイに表示する
情報の種類の一例を表した表である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　（全体の構成）
　以下、本発明の実施形態の一例について図を用いて説明する。図１は、本発明に係る運
転支援装置が適用された運転支援システム１００の概略的な構成の一例を示す図である。
図１に示すように運転支援システム１００は、ＨＣＵ１、周辺監視ＥＣＵ２、周辺監視装
置３、ＨＵＤ４、メータディスプレイ５、走行制御システム６、通信モジュール７、セン
サ群８、及び操作スイッチ群９を備える。
【００１６】
　ＨＣＵ１と、周辺監視ＥＣＵ２、ＨＵＤ４、メータディスプレイ５、走行制御システム
６、通信モジュール７、センサ群８、及び操作スイッチ群９とは、周知の車両内ネットワ
ークを介して、それぞれ相互通信可能に接続されている。この運転支援システム１００を
搭載している車両を以降では自車両と称する。
【００１７】
　なお、上述のＥＣＵは、電子制御装置を意味し、Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｃｏｎｔｒｏ
ｌ　Ｕｎｉｔを略したものである。ＨＣＵは、ＨＭＩ（Ｈｕｍａｎ　Ｍａｃｈｉｎｅ　Ｉ
ｎｔｅｒｆａｃｅ）　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｕｎｉｔを、ＨＵＤはＨｅａｄ－Ｕｐ　Ｄｉｓｐ
ｌａｙの略である。それぞれについては、以降で詳細に説明する。
【００１８】
　周辺監視装置３は、自車両に搭載され、自車両の周辺の障害物の検出を行う装置である
。本実施形態では、周辺監視装置３として、前方監視ユニット３１、後方監視ユニット３
２、左側方監視ユニット３３、及び右側方監視ユニット３４を備えるものとする。各ユニ
ットの概要としては、前方監視ユニット３１は、自車両の前方の障害物の検出を逐次行い
、後方監視ユニット３２は、自車両の後方の障害物の検出を逐次行う。また、左側方監視
ユニット３３は、自車両の左側方の障害物の検出を逐次行い、右側方監視ユニット３４は
、自車両の右側方の障害物の検出を逐次行う。次に、各ユニットの構成及び作動の詳細に
ついて述べる。
【００１９】
　前方監視ユニット３１は、例えば自車両の前方を撮像する前方カメラと、自車両の前方
の障害物（ここでは先行車両）を電磁波や音波の反射によって得られる反射波を利用して
検出する前方障害物センサと、を備える構成とする（何れも図示略）。
【００２０】
　例えば前方カメラは、光学式カメラであって、例えばＣＭＯＳカメラやＣＣＤカメラ等
を用いることができる。その他、前方カメラとして赤外線カメラを用いても良い。前方カ
メラは、例えば自車両の前方の所定範囲を撮影するように車室内のルームミラー付近に設
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置されればよい。また、前方カメラで撮像した自車両の前方の画像情報は、周辺監視ＥＣ
Ｕ２に出力される。
【００２１】
　また、前方障害物センサは、送波のタイミングとその送波の反射波の受信のタイミング
とのずれや位相の変化をもとに、障害物との距離やその障害物が存在する方向、相対速度
を検出するミリ波レーダとする。もちろん、前方障害物センサは、その他、レーザレーダ
や赤外線センサ、超音波センサ、複数のカメラで撮影した画像の視差から位置を特定する
測距システムなどを用いてもよい。前方障害物センサで検出した障害物の情報は、周辺監
視ＥＣＵ２に供給される。なお、前方障害物センサは、例えば自車両の前方の所定範囲に
探査波を送信するようにフロントバンパ中央付近に設置されればよい。
【００２２】
　本実施形態において前方監視ユニット３１は、一例として、前方カメラの画像情報を用
いた画像認識等によって先行車両の存在を検出するとともに、前方障害物センサでその先
行車両までの距離を算出する構成とする。なお、他の態様として、前方監視ユニット３１
が前方カメラを備えずに、前方障害物センサのみによって先行車両までの距離を検出する
構成としてもよい。この場合、例えば前方障害物センサが検出した障害物の大きさから先
行車両か否かを推定する構成とすればよい。また、前方障害物センサを備えずに、前方カ
メラの画像情報のみによって先行車両までの距離を検出する構成としてもよい。この場合
には、例えば画像中の先行車両の大きさから先行車両までの距離を推定する構成とすれば
よい。
【００２３】
　なお、本実施形態で述べる先行車両とは、自車両が走行している車線（自車走行車線と
する）において自車両の前方を走行している車両に限らない。自車走行車線と同じ進行方
向となっている車線のうち、自車走行車線に隣接する車線において自車両の前方を走行し
ている車両、言い換えれば、自車両の斜め前方を同一方向に走行している車両も先行車両
に含む。
【００２４】
　ただし、便宜上、自車走行車線を走行している先行車両と、隣接する車線を走行してい
る先行車両とを区別する必要がある場合には、自車走行車線を走行している先行車両を正
面先行車両と言い、自車走行車線に隣接している車線を走行している先行車両を側方先行
車両と言う。また、側方先行車両のうち、自車走行車線の右側に隣接する車線を走行して
いる先行車両を右側方隣接先行車両、自車走行車線の左側に隣接する車線を走行している
先行車両を、左側方隣接先行車両とも称する。
【００２５】
　後方監視ユニット３２は、例えば自車両の後方を撮像する後方カメラと、自車両の後方
の障害物（ここでは後続車両）を電磁波や音波の反射によって得られる反射波を利用して
検出する後方障害物センサと、を備える構成とする（何れも図示略）。
【００２６】
　後方カメラ及び後方障害物センサは、設置箇所や撮影範囲（または検出範囲）が異なる
点を除けば、前方カメラ及び前方障害物センサと同様の構成である。後方カメラは、自車
両の後方の所定範囲を撮影するように例えばリアウインドウ上部に、また、後方障害物セ
ンサは、例えば自車両の後方の所定範囲に探査波を送信するようにリアバンパ中央付近に
、それぞれ設置されればよい。
【００２７】
　なお、本実施形態で述べる後続車両とは、自車走行車線において、自車両の後方を走行
している車両に限らない。自車走行車線と同じ進行方向の車線のうち、自車走行車線に隣
接する車線において自車両の後方を走行している車両、言い換えれば、自車両の斜め後方
を同一方向に走行している車両も後続車両に含む。
【００２８】
　ただし、便宜上、自車走行車線を走行している後続車両と、隣接する車線を走行してい
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る後続車両とを区別する必要がある場合には、自車走行車線を走行している後続車両を背
面後続車両と言い、自車走行車線に隣接している車線を走行している後続車両を側方後続
車両と言う。また、側方後続車両のうち、自車走行車線の右側に隣接する車線を走行して
いる後続車両を右側方隣接後続車両、自車走行車線の左側に隣接する車線を走行している
後続車両を、左側方隣接後続車両とも称する。
【００２９】
　左側方監視ユニット３３は、例えば自車両の左側方を撮像する左側方カメラを備える。
例えば左側方カメラとしてはＣＣＤカメラを用いる構成とすればよい。また、左側方カメ
ラで撮像した自車両の側方の画像情報は、周辺監視ＥＣＵ２に供給される。なお、ここで
言うところの左側方とは、自車両の左斜め前方から左斜め後方まで含むものとする。
【００３０】
　右側方監視ユニット３４は、例えば自車両の右側方を撮像する右側方カメラを備える。
例えば右側方カメラとしてはＣＣＤカメラを用いる構成とすればよい。また、右側方カメ
ラで撮像した自車両の側方の画像情報は、周辺監視ＥＣＵ２に供給される。なお、ここで
言うところの右側方とは、自車両の右斜め前方から右斜め後方まで含むものとする。
【００３１】
　本実施形態において左側方監視ユニット３３及び右側方監視ユニット３４は、前方監視
ユニット３１及び後方監視ユニット３２と異なって、障害物センサを備えない構成とする
が、これに限らない。すなわち、左側方監視ユニット３３及び右側方監視ユニット３４は
、前方監視ユニット３１及び後方監視ユニット３２と同様に、それぞれ障害物センサを備
える構成としても良い。また、障害物センサとして全方位型のレーザレーダ等を利用でき
る場合には、当該全方位型の障害物センサによって、前方、後方、左側方及び右側方の障
害物を検出する構成としてもよい。
【００３２】
　周辺監視ＥＣＵ２は、周知の車両内ネットワークを介して周辺監視装置３と相互通信可
能に接続されており、周辺監視装置３から自車両周辺に存在する各車両の、自車両に対す
る相対位置や相対速度を取得する。例えば、周辺監視ＥＣＵ２は、前方監視ユニット３１
から、先行車両の有無や、先行者が存在する場合の、先行車両との距離、先行車両が走行
する車線、相対速度などを取得する。なお、周辺車両の相対速度は自車両を基準とし、周
辺車両が自車両よりも速い場合を正の値で表すものとする。
【００３３】
　本実施形態において、前方や後方といった各方向に存在する周辺車両の相対位置等を特
定する処理（特定処理とする）は、各方向に対応する監視ユニットが実施し、周辺監視Ｅ
ＣＵ２は、各ユニットが特定した結果を取りまとめるものとするが、これに限らない。各
方向に存在する周辺車両の特定処理の一部または全部は、周辺監視ＥＣＵ２が実施しても
良い。すなわち、周辺監視ＥＣＵ２は、各ユニットが備える機器（カメラや障害物センサ
）が検出したデータを逐次取得し、それらのデータから周辺車両の相対位置や相対速度等
を特定してもよい。
【００３４】
　周辺監視ＥＣＵ２は、自車両周囲全方向の周辺車両の相対位置や相対速度を示すデータ
（周辺車両データとする）を生成し、逐次ＨＣＵ１に出力する。この周辺車両データが請
求項に記載の周辺車両情報に相当する。
【００３５】
　ＨＵＤ４は、ＨＣＵ１の指示に基づいて、フロントガラスの運転席前方の一部分に虚像
を映し出して種々の情報を表示する周知のヘッドアップディスプレイである。より具体的
に、ＨＵＤ４は、インストルメントパネル内に配置された投光装置を備えており、当該投
光装置が車両のウインドシールドに予め規定された投影範囲に、所定の情報を示した表示
光を投影する。そして、その表示光によって車両前方に形成される虚像は、車両前方の風
景と重なってドライバに視認される。以降では、ＨＵＤ４によってウインドシールドに表
示される像を、ＨＵＤ画像と称する。
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【００３６】
　ＨＵＤ画像は、テキストや画像などを含んでおり、例えば、誘導経路を示す画像が実際
の道路と重ね合わせて表示される。ＨＵＤ画像が表示されるウインドシールド上の領域は
、ドライバが運転操作する際に確保されるべき運転視界領域よりも下方に形成されており
、ドライバは、車両前方を視認しながら、ＨＵＤ画像を視認することができるようになっ
ている。これによって、ドライバの視線移動量は少なくなり、焦点調整負荷を軽減し、安
全性を向上させることができる。
【００３７】
　なお、本実施形態では、一例としてＨＣＵ１がＨＵＤ画像の元となる画像データ（ＨＣ
Ｕ画像元データとする）を生成し、ＨＵＤ４は、ＨＣＵ１から入力されるＨＣＵ画像元デ
ータに用いて、ＨＣＵ画像を表示するものとする。このＨＵＤ４が請求項に記載の第１デ
ィスプレイに相当する。
【００３８】
　メータディスプレイ５は、インストゥルメントパネル（以降、インパネと略す）の運転
席側の上部に配置され、ＨＣＵ１の指示に基づいて、車速、エンジン（内燃機関）の回転
速度、燃料タンク内の燃料残量等、種々の情報を表示する、いわゆるマルチインフォメー
ションディスプレイである。メータディスプレイ５は、例えばフルカラー表示が可能なも
のであり、液晶ディスプレイ、有機ＥＬディスプレイ等を用いて構成することができる。
このメータディスプレイ５が請求項に記載の第２ディスプレイに相当する。
【００３９】
　例えば、メータディスプレイ５は、指針を回動させることにより走行速度やエンジン回
転速度を示すメカニカルメータを模したメータ画像を生成して（これをメカニカルメータ
画像と呼ぶ）を表示する。メカニカルメータ画像は、目盛り、及び目盛りに対応する数字
を円形の外郭線に沿って配置した目盛盤画像に、指針を模した指針画像を重畳させること
によって描画され、目盛盤画像上を指針画像が回動する態様で表示される。
【００４０】
　なお、本実施形態では、走行速度やエンジン回転速度を表示するメータを、画像データ
として生成、及び表示する構成とするがこれに限らない。走行速度等は、メカニカルメー
タ画像はなく、実際に機械的に構成されるメカニカルメータによって表示されていてもよ
い。この場合、メータディスプレイ５は機械式メータの近傍に配置された相対的に小さい
ディスプレイとなる。
【００４１】
　また、本実施形態では第２ディスプレイとして、通常、計器類が配置される位置に設け
られたメータディスプレイ５を用いる構成とするが、これに限らない。メータディスプレ
イ５に代わって、インパネの車幅方向中央付近に配置されるセンターディスプレイを用い
てもよい。
【００４２】
　走行制御システム６は、図示しない駆動ＥＣＵや、制動ＥＣＵ、操舵ＥＣＵ（何れも図
示略）などと協働して、周知のＡＣＣ（Ａｄａｐｔｉｖｅ　Ｃｒｕｉｓｅ　Ｃｏｎｔｒｏ
ｌ）機能や、ＬＫＡ（Ｌａｎｅ　Ｋｅｅｐｉｎｇ　Ａｓｓｉｓｔ）機能などを実施する。
上述の駆動ＥＣＵは、インジェクタやイグナイタの動作を制御し、エンジンへの燃料噴射
量やエンジンの点火間隔を操作して、エンジンの回転数を制御する。すなわち、駆動ＥＣ
Ｕは、エンジンなどの駆動系システムを制御する。制動ＥＣＵは、自車両の制動を制御す
るために、ブレーキアクチュエータなどからなる制動系システムを制御する。操舵ＥＣＵ
は、自車両の操舵方向を制御するために、例えばステアリングとピニオンギアとの間に設
けられる操舵用電動モータを制御するものである。すなわち、操舵ＥＣＵは、操舵用電動
モータからなる操舵系システムを制御する。
【００４３】
　走行制御システム６は、ＡＣＣ機能がオンに設定されており、かつ、正面先行車両を捕
捉できている場合（これをアクティブ状態とする）、走行制御システム６は、正面先行車
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両との車間距離を一定に保つように、駆動ＥＣＵ及び制動ＥＣＵに指示をする。なお、こ
こでは、ＡＣＣ機能がオンとなっているが、正面先行車両を補足できていない場合を、便
宜上、スタンバイ状態と称する。このＡＣＣ機能が請求項に記載の追従走行機能に相当す
る。
【００４４】
　また、ＬＫＡ機能がオンに設定されている場合には、走行制御システム６は、各ユニッ
トが備えるカメラの画像から白線を検出し、操舵ＥＣＵに対して自車走行車線から自車両
が逸脱しないように操舵系システムを制御させる。
【００４５】
　通信モジュール７は、送受信アンテナを備えた、周知の車車間通信や路車間通信を実施
する通信装置であって、ＨＣＵ１から入力されたデータを変調して送信するとともに、外
部から受信した信号をベースバンド帯のデータに復調し、ＨＣＵ１に出力する。
【００４６】
　センサ群８は、自車両の状態を検出する種々のセンサであって、例えば、車速センサや
、加速度センサ、ジャイロセンサ、ＧＮＳＳ受信機、操舵角センサ、ブレーキストローク
センサ、アクセルペダルセンサ、方向指示レバー位置センサなどが含まれる。
【００４７】
　車速センサは自車両の走行速度を検出し、加速度センサは自車両に作用する加速度を検
出する。ＧＮＳＳ受信機は、ＧＮＳＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ　Ｓａｔｅ
ｌｌｉｔｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）で用いられる衛星からの電波を受信することで、ＧＮＳＳ受
信機１０１の現在位置を示すデータを取得する。もちろん、ＧＮＳＳ受信機は、ＧＰＳ受
信機であってもよい。
【００４８】
　ジャイロセンサは自車両の鉛直軸周りの回転角速度を検出し、操舵角センサはステアリ
ングの切れ角に基づいて操舵角を検出する。ブレーキストロークセンサはブレーキペダル
の踏込量を検出し、アクセルペダルセンサはアクセルペダルの踏込量を検出する。方向指
示レバー位置センサは、方向指示レバーが左折位置又は右折位置になっているかを検出す
る。
【００４９】
　操作スイッチ群９は、例えばステアリング周辺に設けられるメカニカルなスイッチ（い
わゆるステアリングスイッチ）等である。ドライバは操作スイッチ群９を操作することに
よって、例えばＨＣＵ１が連携しているオーディオ機能によって再生している曲の選択や
、再生／停止、音量調整を指示することができる。また、操作スイッチ群９は、前述のＡ
ＣＣ機能やＬＫＡ機能のオン／オフを切り替える際にも使用される。
【００５０】
　ＨＣＵ１は、周辺監視ＥＣＵ２、ＨＵＤ４、メータディスプレイ５、走行制御システム
６、通信モジュール７、センサ群８、操作スイッチ群９のそれぞれと、周知の車両内ネッ
トワークを介して相互通信可能に接続されている。ＨＣＵ１は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ
、バックアップＲＡＭ等よりなるマイクロコンピュータを主体として構成され、入力され
るデータをもとに、ＲＯＭに記憶された各種の制御プログラムを実行することで各種処理
を実行する。このＨＣＵ１が、請求項に記載の運転支援装置に相当する。
【００５１】
　より具体的に、ＨＣＵ１は機能ブロックとして図２に示すように、自車位置検出部Ｆ１
、ドライバ意図推定部Ｆ２、モード設定部Ｆ３、表示制御部Ｆ４、走行制御部Ｆ５、操作
受付部Ｆ６、及び通信処理部Ｆ７を備える。
【００５２】
　自車位置検出部Ｆ１は、ＧＮＳＳ受信機や、車速センサ、ジャイロスコープなどから入
力される信号に基づいて、車両の現在位置（以下、車両位置）を検出する。車両位置は、
例えば緯度、経度で表されるものとする。位置取得部１１Ｂは、逐次（例えば１００ミリ
秒毎）に車両位置を取得する。
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【００５３】
　車両位置を検出するために用いられるセンサ群は、各々が性質の異なる誤差を持ってい
るため、複数のセンサにより各々補完しながら使用するように構成されている。もちろん
、各センサの精度によっては、上述したセンサの一部で構成しても良い。
【００５４】
　ドライバ意図推定部Ｆ２は、ドライバが自車両に対して為している操作（ドライバ操作
とする）と、周辺監視ＥＣＵ２から入力される周辺車両データと、からドライバが周辺車
両との前後関係を変更しようとしているか否かを推定する。なお、ここでいう、ドライバ
操作とは、減速操作や加速操作、車線変更操作などである。
【００５５】
　減速操作とは、例えばブレーキペダルの踏込量を大きくしたり、アクセルペダルの踏み
込みを弱めたり、エンジンブレーキを印加させたりといった操作を指し、加速操作とは、
例えばアクセルペダルの踏み込みを強くする操作を指す。また、車線変更操作とは、方向
指示レバーの操作やステアリングの操舵を指す。
【００５６】
　ドライバ意図推定部Ｆ２は、より細かい機能ブロックとして、周辺車両情報取得部Ｆ２
１、周辺変化量算出部Ｆ２２、追い抜き判定部Ｆ２３、及び追い抜かれ判定部Ｆ２４を備
えている。
【００５７】
　周辺車両情報取得部Ｆ２１は、周辺監視ＥＣＵ２から入力される周辺車両データを逐次
取得し、自車両周辺に存在する各車両の、自車両に対する相対位置や相対速度を取得する
。また、周辺車両情報取得部Ｆ２１は、周辺監視ＥＣＵ２から逐次入力される周辺車両デ
ータを時系列に並べた時系列データ（これを周辺車両時系列データとする）として保持す
る。
【００５８】
　周辺変化量算出部Ｆ２２は、周辺車両情報取得部Ｆ２１が管理する周辺車両時系列デー
タから、周辺車両の挙動を特定する（これを周辺変化量算出処理とする）。例えば、後続
車両の最新の相対速度が、前時刻よりも大きくなっている場合には、後続車両が加速して
いると判定する。また、後続車両の最新の相対速度が、前時刻よりも小さくなっている場
合には、後続車両が減速していると判定する。これによって、例えば後続車両が自車両よ
りも速い場合であっても、減速中であるか加速中であるのかを識別することができる。
【００５９】
　また、周辺監視ＥＣＵ２が出力する周辺車両データに各車両の相対速度が含まれていな
い場合には、周辺変化量算出部Ｆ２２が、周辺車両時系列データから各車両の相対位置の
変化量を算出することで、各車両の相対速度を算出する。
【００６０】
　追い抜き判定部Ｆ２３は、自車両のドライバが、先行車両を追い抜こうとしているか否
かを判定する。自車両のドライバが、先行車両を追い抜こうとしているか否かは、先行車
両との相対速度や相対位置、ドライバ操作などを用いて判定すればよい。
【００６１】
　例えば、正面先行車両が存在せず、側方先行車両が存在する場合には、側方先行車両の
相対速度が負であって、かつ、ドライバの加速操作を検出している場合に、ドライバは当
該側方先行車両を追い抜こうとしていると判定する。
【００６２】
　また、正面先行車両が存在する場合には、正面先行車両が存在する状況において、ドラ
イバの加速操作と車線変更操作を検出した場合に、ドライバは正面先行車両を追い抜こう
としていると判定する。
【００６３】
　なお、より単純に、先行車両の相対速度が負であって且つドライバの加速操作を検出し
た場合や、先行車両の相対速度が負である場合に、ドライバは当該先行車両を追い抜こう



(13) JP 6327078 B2 2018.5.23

10

20

30

40

50

としていると判定してもよい。
【００６４】
　さらに、現時点における先行車両の相対速度が正であっても、周辺車両時系列データか
ら周辺変化量算出部Ｆ２２が算出する先行車両の減速度が一定の閾値以上であった場合に
は、自車両のドライバは当該先行車両を追い抜こうとしていると判定してもよい。このと
きの判定に用いる閾値は、一定時間（例えば１５秒）以内に、自車両が先行車両に追いつ
くか否かを判定するための値とすればよい。
【００６５】
　追い抜かれ判定部Ｆ２４は、自車両のドライバが後続車両に追い抜かれようとしている
か否かを判定する。なお、自車両のドライバが後続車両に追い抜かれようとしている状態
とは、自車両のドライバが急いでおらず、後続車両に追い抜かれることを許容している状
態ともいうことができる。自車両のドライバが後続車両に追い抜かれようとしているか否
かは、後続車両との相対速度や相対位置、ドライバ操作などを用いて判定すればよい。
【００６６】
　例えば、自車両が正面車両と一定の車間距離を保って走行している場合であって、かつ
、側方後続車両の相対速度が正である場合に、ドライバは後続車両に追い抜かれようとし
ていると判定する。また、より単純に、側方後続車両の相対速度が正である場合に、ドラ
イバは後続車両に追い抜かれようとしていると判定してもよい。
【００６７】
　さらに、背面後続車両であった車両が車線変更して側方後続車両となった場合や、当該
車線変更した車両の相対速度が正である場合に、ドライバは後続車両に追い抜かれようと
していると判定してもよい。背面車両が車線変更したか否かは、例えばアクティブ探索法
などの、周知の物体追跡技術を用いて判定すればよい。
【００６８】
　また、側方後続車両の相対速度が現時点において負であっても、周辺車両時系列データ
から周辺変化量算出部Ｆ２２が算出した側方後続車両の加速度が、一定の閾値以上である
場合には、自車両のドライバは追い抜かれようとしていると判定してもよい。このときの
判定に用いる閾値は、一定時間（例えば２０秒）以内に、相対速度が正の一定値となって
自車両に追いつくか否かを判定する値とすればよい。
【００６９】
　モード設定部Ｆ３は、前述のドライバ意図推定部Ｆ２の推定結果に応じて、運転支援シ
ステム１００の動作モード（支援モード）を切り替えるとともに、現在の支援モードを他
の機能に逐次通知する。本実施形態において運転支援システム１００は、追い抜きモード
、追い抜かれモード、通常モードの３つの動作モード（すなわち支援モード）を備えてお
り、支援モード毎に異なる内容の運転支援を実施する。なお、支援モードには、運転支援
を実施しない、非支援モードも含む。
【００７０】
　より具体的に、モード設定部Ｆ３は、追い抜き判定部Ｆ２３がドライバは先行車両を追
い抜こうとしていると判定している場合に、支援モードを追い抜きモードに設定する。ま
た、追い抜かれ判定部Ｆ２４がドライバは後続車両に追い抜かれようとしていると判定し
ている場合に、支援モードを追い抜かれモードに設定する。そして、ドライバが先行車両
を追い抜こうとしているとも、後続車両に追い抜かれようとしているとも判定されていな
い場合には、支援モードを通常モードに設定する。
【００７１】
　追い抜きモードは、主としてドライバが運転操作により集中するための支援モードであ
り、追い抜かれモードは、自車走行車線の巡航を維持することを支援する支援モードであ
る。通常モードは、追い抜かれモードと同様に自車走行車線の巡航を維持することを支援
する支援モードである。
【００７２】
　ただし、追い抜かれモードから直接は追い抜きモードには移行せず、追い抜きモードへ
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は通常モードから移行するものとする。また、追い抜きモードからも直接は追い抜かれモ
ードには移行せず、追い抜かれモードへは通常モードから移行するものとする。すなわち
、通常モードからは、追い抜かれモード及び追い抜きモードの両方に移行する。
【００７３】
　表示制御部Ｆ４は、モード設定部Ｆ３で設定されている支援モードに応じて、ＨＵＤ４
及びメータディスプレイ５に表示させる内容を切り替える処理を実施する。ここでの表示
内容とは、情報の種類や表示態様を指す。より具体的に各支援モードにおいて、各ディス
プレイに表示させる情報の種類について、図３に示す表を用いて説明する。
【００７４】
　図３に示す表は、支援モード毎の、ＨＵＤ４に表示する（或いは表示しない）情報の種
類、メータディスプレイ５に表示する（或いは表示しない）情報の種類、及び入力制御の
内容を表している。
【００７５】
　まず、通常モードにおいて各ディスプレイに表示する情報の種類について説明する。通
常モードとなっている場合、ＨＵＤ４には、車速、経路案内情報、ＡＣＣ情報、及びＥＣ
Ｏ情報といった種類の情報を表示する。車速は自車両の走行速度であり、経路案内情報は
、ナビゲーション装置（図示略）が算出した、自車両が走行する予定の経路を案内する情
報であって、推奨する走行車線や右左折する交差点の情報などがこれに該当する。
【００７６】
　ＡＣＣ情報は、前述のＡＣＣ機能の動作状態を表す情報であって、例えばアクティブ、
スタンバイ、オフなどを表示する。また、アクティブである場合には、目標とする先行車
両との車間距離などを含んでもよい。このＡＣＣ情報が請求項に記載の追従走行情報に相
当する。ＥＣＯ情報は、例えば一定区間毎に算出される平均燃費の情報や、燃料消費を低
減する運転（いわゆるエコドライブ）を実施できた割合などを表す情報である。
【００７７】
　各情報の左に付与している数字（例えば車速であれば１）は、その情報を表示する際の
優先度を表しており、数字が小さいほど、すなわち、表においてより上部に記載している
情報ほど、優先度が高いことを示している。優先度が高い情報ほど、より視認しやすい表
示態様（表示される位置や、大きさなど）で表示される。例えば、優先度が高いほど、よ
り大きく表示したり、車両正面を向いているドライバの視界の中心に近い位置に表示する
。また、優先度が低い情報（例えばＥＣＯ情報）ほど、ＨＵＤ画像の表示領域において下
部などの、相対的に目立たない位置に配置される。
【００７８】
　通常モードとなっている場合のメータディスプレイ５には、メカニカルメータの他、メ
ール着信の通知、オーディオ曲名を表示する。なお、メカニカルメータは、他の支援モー
ドにおいてもメータディスプレイに表示される。
【００７９】
　次に、追い抜かれモードにおいて各ディスプレイに表示する情報の種類について説明す
る。追い抜かれモードとなっている場合、ＨＵＤ４には、ＡＣＣ情報、車速、オーディオ
曲名、ＥＣＯ情報、及び経路案内情報といった種類の情報を表示する。
【００８０】
　車速や経路案内情報といった種類の情報の優先度が通常モード時よりも低い理由は、追
い抜かれモードとなっている場合には、後述するようにＡＣＣ機能がオンとなって、正面
先行車両を追従走行できる状態となるからである。言い換えれば、追従走行している間は
進路が変更となることはなく、車速も自動制御される為、相対的に優先度を下げることが
でき、通常モード時において確認しにくい情報の優先度を上げている。
【００８１】
　また、追い抜かれモードとなっている場合のメータディスプレイ５には、メカニカルメ
ータの他、メール着信の通知を表示する。
【００８２】
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　本実施形態では、通常モード時においてはメータディスプレイ５に表示されていたオー
ディオ曲名は、追い抜かれモード時にはＨＵＤ４に表示させる構成とする。すなわち、追
い抜かれモード時には、通常モード時によりもＨＵＤ４に様々な種類の情報を集約して表
示する構成とする。言い換えれば、追い抜かれモード時に比べて、通常モード時にＨＵＤ
４に表示する情報の種類は低減させる構成とする。
【００８３】
　これは、上述したように追い抜かれモードから、追い抜きモードには移行しない一方、
通常モードからは追い抜きモードへ移行する可能性がある為である。すなわち、通常モー
ドとなっている場合には追い抜きモードへ移行する可能性がある為、後述する表示制御部
Ｆ４は、ＨＵＤ４に表示する情報量を追い抜かれモード時よりは低減し、ドライバが周囲
の安全確認により集中できるようにする。
【００８４】
　なお、追い抜かれモード時にはＨＵＤ４に表示される情報の種類は増加するが、各情報
の表示領域を小さくするなど、表示態様を調整することで、ドライバの車両外部の視認性
は確保するものとする。
【００８５】
　次に、追い抜きモードにおいて各ディスプレイに表示する情報の種類について説明する
。追い抜きモードとなっている場合、ＨＵＤ４には、車速、制限速度、及び経路案内情報
といった種類の情報を表示する。制限速度は、現在自車両が走行している道路の法定制限
速度であり、例えば自車位置検出部Ｆ１が検出している自車位置と、地図データとを用い
て決定されるものである。
【００８６】
　このように追い抜きモード時では、ＨＵＤ４に表示する情報を、車速や制限速度など、
運転操作に必要な情報（運転情報とする）に限定し、他の支援モード時にＨＵＤ４に表示
される情報よりも少なくする。これによって、ドライバは、ＨＵＤ４に表示される情報を
認識するための負荷が軽減され、安全確認や運転操作に、より集中できるようになる。
【００８７】
　なお、本実施形態では、ＨＵＤ４に表示する情報は、運転情報に限定するが、これに限
らない。他の態様として、ＥＣＯ情報などの非運転情報をＨＵＤ４に表示してもよい。た
だし、追い抜きモードにおいてＨＵＤ４に表示される非運転情報は、運転情報よりも目立
たない表示態様とすることとする。すなわち、運転情報が非運転情報よりも目立つ表示態
様で表示させる。目立つ表示態様とは、運転情報を、非運転情報より大きく表示したり、
ドライバが正面方向を視認している状態からの視線移動量がより少ない位置に表示したり
すればよい。
【００８８】
　追い抜きモードとなっている場合のメータディスプレイ５には、メカニカルメータの他
、及びＥＣＯ情報を表示する。すなわち、ＡＣＣ情報や、ＥＣＯ情報、オーディオ曲名、
メール着信通知などの種類の情報がそれぞれ、各ディスプレイに表示される複数種類の情
報のうちの、運転情報以外の情報（すなわち非運転情報）に相当する。また、本実施形態
ではＡＣＣ情報や、オーディオ曲名、メール着信通知が、追い抜きモード時においてＨＵ
Ｄ４及びメータディスプレイ５の何れにも表示されなくなる情報である。
【００８９】
　さらに、追い抜きモード時においては、各ディスプレイに表示される情報の種類を変更
するだけでなく、操作スイッチ群９を介して実行されるユーザ操作の一部を禁止（または
無効化）する。
【００９０】
　例えば、一般的に、ＨＵＤ４に表示される情報の種類は操作スイッチ群９を操作するこ
とによって変更が可能であるが、追い越しモード時においては、このＨＵＤ４に表示する
情報の変更を禁止する。また、ＡＣＣ機能やＬＫＡ機能をオンにする操作も無効化するこ
ととする。
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【００９１】
　なお、例えば追い抜きモードから通常モードへ、また、通常モードから追い抜きモード
へは相互に移行し合うため、それぞれの支援モードにおいて例えば車速が表示される位置
が大きく異なっていたりすると、ドライバは違和感を覚える可能性がある。したがって、
追い抜きモードと通常モードとにおいて、共通して表示される情報、すなわち、車速や、
経路案内情報は、出来る限り同じ位置に配置されていることが好ましい。
【００９２】
　ＨＵＤ４に表示される情報のレイアウトの、各支援モードにおける類似性は、通常モー
ドと追い抜かれモードとの間でも同様である。すなわち、通常モードと追い抜かれモード
とにおいても、共通して表示される情報（ＥＣＯ情報など）については、出来る限り同じ
位置に配置されていることが好ましい。このように相互に移行しあう支援モード間におい
て、ＨＵＤ４に表示する情報のレイアウトに共通性を持たせておくことで、ドライバが各
情報を認識しやすくすることができる。
【００９３】
　なお、本実施形態ではこの表示制御部Ｆ４が、ＨＵＤ４に表示する画像（すなわちＨＵ
Ｄ画像）の元となる元画像データ、及びメータディスプレイ５に表示する画像データを生
成し、それぞれに逐次出力する構成とする。
【００９４】
　走行制御部Ｆ５は、モード設定部Ｆ３で設定されている支援モードに応じた支援を実施
するように、走行制御システム６に指示を出力する。より具体的には、走行制御部Ｆ５は
、支援モードが追い抜かれモードとなっている場合には、ＡＣＣ機能やＬＫＡ機能をオン
にするように指示する。また、支援モードが追い抜きモードとなっている場合には、ドラ
イバの加速操作を支援し、よりスムーズな加速を実現できるように駆動ＥＣＵに指示する
。
【００９５】
　操作受付部Ｆ６は、ドライバが操作スイッチ群９に対して実施した入力操作を受け付け
る。例えば、ＡＣＣ機能をオンに設定するユーザ操作を検出すると、走行制御部Ｆ５に、
ＡＣＣ機能をオンにするように指示する。
【００９６】
　通信処理部Ｆ７は、通信モジュール７が受信したデータを取得するとともに、ＨＣＵ１
で生成されたデータを通信モジュール７に出力して送信させる処理を実施する。
【００９７】
　（運転支援処理について）
　次に、図４に示すフローチャートを用いて、ＨＣＵ１が実施する運転支援処理の流れに
ついて説明する。図４に示すフローチャートは、一例として自車両のイグニッション電源
がオンとなって、ＨＣＵ１に電力が供給された時に開始される構成とする。また、図４に
示すフローチャートは、イグニッション電源がオフになった場合に終了するものとする。
すなわち、当該フローチャートは、イグニッション電源がオンとなっている間において逐
次実施されている。
【００９８】
　まず、ステップＳ１では、ドライバ意図推定部Ｆ２が、追抜判定処理を実施してステッ
プＳ２に移る。ここで、このステップＳ１の追抜判定処理について、図５に示すフローチ
ャートを用いて説明する。図５に示すフローチャートは、図４に示すフローチャートのス
テップＳ１に移った時に実行される。なお、この追抜判定処理が開始されると、後述の追
い抜きフラグ及び追い抜かれフラグは、初期化され、オフに設定される。
【００９９】
　まず、ステップＳ１０１では、周辺車両情報取得部Ｆ２１が、周辺車両情報取得処理を
実施してステップＳ１０３に移る。この周辺車両情報取得処理では、前述の通り、周辺車
両情報取得部Ｆ２１が周辺監視ＥＣＵ２から周辺車両データを取得し、当該データを時系
列に並べた周辺車両時系列データとして管理する。ステップＳ１０３では、周辺変化量算
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出部Ｆ２２が前述の周辺変化量算出処理を実施してステップＳ１０５に移る。
【０１００】
　ステップＳ１０５では、追い抜き判定部Ｆ２３が、自車両のドライバが先行車両を追い
抜こうとしているか否かを判定する。追い抜き判定部Ｆ２３が、自車両のドライバが先行
車両を追い抜こうとしていると判定した場合にはステップＳ１０７に進む。ステップＳ１
０７では、追い抜きフラグをオンに設定し、ステップＳ１０９に移る。一方、ステップＳ
１０５で追い抜き判定部Ｆ２３が、自車両のドライバが先行車両を追い抜こうとしている
と判定しなかった場合には、追い抜きフラグはオフのままステップＳ１０９に進む。
【０１０１】
　ステップＳ１０９では、追い抜かれ判定部Ｆ２４が、自車両のドライバが後続車両に追
い抜かれようとしているか否かを判定する。追い抜かれ判定部Ｆ２４が、自車両のドライ
バが後続車両に追い抜かれようとしていると判定した場合にはステップＳ１１１に進む。
ステップＳ１１１では、追い抜かれフラグをオンに設定し、ステップＳ１１３に移る。一
方、ステップＳ１０９で追い抜かれ判定部Ｆ２４が、自車両のドライバが自車両のドライ
バが後続車両に追い抜かれようとしていると判定しなかった場合には、追い抜かれフラグ
はオフのまま、ステップＳ１１３に進む。
【０１０２】
　ステップＳ１１３では、追い抜きフラグ及び追い抜かれフラグの両方がオンとなってい
るか否かを判定する。両方のフラグがオンとなっている場合には、ステップＳ１１３がＹ
ＥＳとなってステップＳ１１５に移る。一方、追い抜きフラグ及び追い抜かれフラグの少
なくとも一方がオフになっている場合にはステップＳ１１３がＮＯとなって、ステップＳ
１１７に移る。
【０１０３】
　ステップＳ１１５では、ドライバに後方を確認するように促す報知（これを警告処理と
する）を実施してステップＳ１１７に移る。これは、両方のフラグがオンとなっている場
合には、後続車両が自車両を追い抜こうとしていることに自車両のドライバが気づかずに
、先行車両を追い抜こうとしている可能性がある為である。このステップＳ１１５では、
ドライバに後方を確認するように促す報知し、両方のフラグをオフに設定してステップＳ
１１７に移る。警告処理は、例えばＨＵＤ４に後続車両が接近中であることを通知するメ
ッセージや、後方に視線を向けさせるための図形（矢印など）を表示すればよい。また、
自車両に搭載されたスピーカを利用できる場合には、音声や音によって後方確認を促して
もよい。
【０１０４】
　ステップＳ１１７では、追い抜きフラグ及び追い抜かれフラグの状態から、ドライバの
意図を判定する。すなわち、追い抜きフラグがオンである場合には、ドライバは先行車両
を追い抜こうとしていると判定する。追い抜かれフラグがオンである場合には、ドライバ
は後続車両に追い抜かれようとしていると判定する。また、どちらのフラグもオフである
場合には、追い抜こうとも、追い抜かれようともしていない、通常の状態であると判定す
る。ステップＳ１１７の判定結果は内部状態として保持して、図４に示すフローチャート
のステップＳ２に戻る。
【０１０５】
　ステップＳ２ではドライバ意図推定部Ｆ２が、ステップＳ１での追抜判定処理の結果、
ドライバが先行車両を追い抜こうしているか否かを判定する。ドライバが先行車両を追い
抜こうしていると判定している場合には、ステップＳ２がＹＥＳとなってステップＳ３に
移る。一方、ドライバが先行車両を追い抜こうしていないと判定している場合には、ステ
ップＳ２がＮＯとなってステップＳ５に移る。
【０１０６】
　ステップＳ３では、モード設定部Ｆ３が支援モードを追い抜きモードに設定してステッ
プＳ４に移る。すなわち、モード設定部Ｆ３が支援モードを追い抜きモードに設定する場
合とは、ドライバ意図推定部Ｆ２がドライバが先行車両を追い抜こうしていると判定した
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場合を意味する。このステップＳ３でモード設定部Ｆ３が支援モードを追い抜きモードに
設定したことに伴って、表示制御部Ｆ４は、各ディスプレイの表示内容を前述の通り、追
い抜きモード用の表示内容に設定する。すなわち、ＨＵＤ４に表示する表示内容を、車速
や制限速度、経路案内情報といった運転操作に必要な種類の情報に限定し、ＥＣＯ情報は
メータディスプレイ５に表示する。また、走行制御部Ｆ５は、ＡＣＣ機能やＬＫＡ機能が
オンであった場合には、それらをオフに設定するとともに、ドライバの加速操作を支援す
るよう走行制御システム６に指示する。ステップＳ３で表示制御部Ｆ４及び走行制御部Ｆ
５が実施する制御が、追い抜きモードにおける支援内容に相当する。
【０１０７】
　ステップＳ４では、追い抜きが完了したか否かを判定する。追い抜きが完了したと判定
する場合とは、例えば追い抜きの対象としていた先行車両を、後方監視ユニット３２で検
出した場合や、当該先行車両の相対位置が自車両の後方となった場合とすればよい。追い
抜きが完了したと判定した場合には、ステップＳ４がＹＥＳとなってステップＳ８に移る
。一方、追い抜きが完了していないと判定した場合には、ステップＳ４がＮＯとなってス
テップＳ４を繰り返し、追い抜きが完了したと判定されるまで追い抜きモードを維持する
。ただし、追い抜きモードとなってから一定時間（例えば３０秒）経過した場合には、タ
イムアウトとなってステップＳ８に移るものとする。
【０１０８】
　ステップＳ５では、ステップＳ１での追抜判定処理の結果、ドライバが後続車両に追い
抜かれようとしているか否かを判定する。ドライバが後続車両に追い抜かれようとしてい
ると判定している場合には、ステップＳ５がＹＥＳとなってステップＳ６に移る。一方、
ドライバが後続車両に追い抜かれようとしていると判定していない場合には、ステップＳ
５がＮＯとなってステップＳ１に移る。
【０１０９】
　ステップＳ６では、モード設定部Ｆ３が支援モードを追い抜かれモードに設定してステ
ップＳ７に移る。すなわち、モード設定部Ｆ３が支援モードを追い抜かれモードに設定す
る場合とは、ドライバ意図推定部Ｆ２によってドライバが後続車両に追い抜かれようとし
ていると判定した場合を意味する。このステップＳ６でモード設定部Ｆ３が支援モードを
追い抜かれモードに設定したことに伴って、走行制御部Ｆ５は、ＡＣＣ機能やＬＫＡ機能
がオフであった場合には、それらをオンに設定するように走行制御システム６に指示する
。
【０１１０】
　なお、正面先行車両が存在せず、ＡＣＣ機能がスタンバイ状態となっている場合には、
急な加速を抑制するように駆動系システムを制御する。これは後続車両に追い抜かれよう
としている状況において自車両が急な加速を行うと、後続車両のドライバが戸惑ってしま
うおそれを低減するためである。
【０１１１】
　また、表示制御部Ｆ４は、モード設定部Ｆ３が支援モードを追い抜かれモードに設定し
たことに伴って、各ディスプレイの表示内容を追い抜かれモード用の表示内容に設定する
。すなわち、ＨＵＤ４に表示する表示内容を、ＡＣＣ情報や、車速、オーディオ曲名、Ｅ
ＣＯ情報、経路案内情報といった種類の情報を、それぞれ所定の位置に表示する。
【０１１２】
　このステップＳ６で表示制御部Ｆ４及び走行制御部Ｆ５が実施する制御が、追い抜かれ
モードにおける支援内容に相当する。なお、追い抜かれモードでは、ＡＣＣ機能はオンに
設定されるため、ＡＣＣ情報の表示内容はアクティブまたはスタンバイとなる。
【０１１３】
　ステップＳ７では、後続車両による自車両の追い抜きが完了したか否かを判定する。後
続車両による追い抜きが完了したと判定する場合とは、例えば対象としていた後続車両を
自車両の前方監視ユニット３１で検出した場合や、当該後続車両の相対位置が自車両の前
方となった場合とすればよい。後続車両による追い抜きが完了したと判定した場合には、
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ステップＳ７がＹＥＳとなってステップＳ８に移る。
【０１１４】
　一方、後続車両による追い抜きが完了していないと判定した場合には、ステップＳ７が
ＮＯとなってステップＳ７を繰り返し、追い抜かれモードを維持する。ただし、追い抜か
れモードとなってから一定時間（例えば６０秒）経過した場合には、タイムアウトとなっ
てステップＳ８に移るものとする。また、ドライバによって一定の閾値以上の加速操作や
車線変更操作などが行われた場合にも、ステップＳ８に移る構成とする。
【０１１５】
　ステップＳ８では、モード設定部Ｆ３が支援モードを通常モードに設定してステップＳ
１に戻る。このステップＳ８でモード設定部Ｆ３が支援モードを通常モードに設定したこ
とに伴って、表示制御部Ｆ４は、各ディスプレイの表示内容を通常モード用の表示内容に
設定する。すなわち、ＨＵＤ４に表示する表示内容を、車速、経路案内情報、ＡＣＣ情報
表示、ＥＣＯ情報といった種類の情報を、それぞれ所定の位置に表示する。
【０１１６】
　なお、通常モードにおいて、走行制御部Ｆ５がＡＣＣ機能やＬＫＡ機能をオンに設定す
るか否かは、どちらでもよく、ドライバによって予め設定された状態に設定することとす
る。例えば通常モードにおいてドライバがＡＣＣ機能やＬＫＡ機能を利用するように予め
設定している場合には、これらの機能をオンにするように走行制御システム６に指示する
。
【０１１７】
　（実施形態のまとめ）
　以上の構成では、追い抜き判定部Ｆ２３が、自車両周辺の交通状況、すなわち周辺車両
データ及び周辺車両時系列データに基づいて、ドライバが先行車両を追い抜こうとしてい
るか否かを判定する（Ｓ１０５）。また、追い抜かれ判定部Ｆ２４が、ドライバが後続車
両に追い抜かれようとしているか否かを判定する（Ｓ１０９）。
【０１１８】
　そして、追い抜き判定部Ｆ２３が、ドライバが先行車両を追い抜こうとしていると判定
している場合には、モード設定部Ｆ３が支援モードを追い抜きモードに設定する（ステッ
プＳ３）。支援モードが追い抜きモードとなっている間は、表示制御部Ｆ４は、ＨＵＤ４
及びメータディスプレイ５のそれぞれに表示する内容を、追い抜きモード用の表示内容（
図３参照）に変更するとともに、走行制御部Ｆ５も、加速をアシストする支援を実施する
。
【０１１９】
　一方、追い抜かれ判定部Ｆ２４が、ドライバが後続車両に追い抜かれようとしていると
判定している場合には、モード設定部Ｆ３が支援モードを追い抜かれモードに設定する（
ステップＳ６）。支援モードが追い抜かれモードとなっている間は、表示制御部Ｆ４は、
ＨＵＤ４及びメータディスプレイ５のそれぞれに表示する内容を、追い抜かれモード用の
表示内容（図３参照）に変更するとともに、走行制御部Ｆ５も、ＡＣＣ機能及びＬＫＡ機
能をオンにする。
【０１２０】
　すなわち、以上の構成によれば、自車両のドライバの意図に応じた支援を実施すること
ができる。
【０１２１】
　以上、本発明の実施形態を説明したが、本発明は上述の実施形態に限定されるものでは
なく、以降の変形例も本発明の技術的範囲に含まれ、さらに、下記以外にも要旨を逸脱し
ない範囲内で種々変更して実施することができる。
【０１２２】
　（変形例１）
　上述した実施形態では、周辺監視装置３及び周辺監視ＥＣＵ２を備え、周辺車両情報取
得部Ｆ２１は、周辺監視ＥＣＵ２から入力される周辺車両データに基づいて、周辺車両の
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相対位置を取得する構成としたがこれに限らない。
【０１２３】
　例えば自車両と周辺車両とが周知の車車間通信を実施し、当該車車間通信によって周辺
車両の位置を示す位置情報を受信できる場合には、その受信した位置情報と、自車両の自
車位置検出部Ｆ１が検出している車両位置と、から周辺車両の相対位置を決定してもよい
。
【０１２４】
　（変形例２）
　また、追い抜き判定部Ｆ２３が、ドライバが先行車両を追い抜こうとしていると判定し
ている場合において、周囲の交通状況から追い抜きが実施できない場合には、追い抜きで
きない旨の警告を報知する構成としてもよい。
【０１２５】
　周囲の交通状況から追い抜きが実施できない場合とは、正面先行車両、右側方先行車両
、左側方先行車両の何れもが存在し、それらが略横一列担っている場合や、自車両側方に
他車両が存在し、車線変更ができない場合などである。自車両側方の他車両は、左側方監
視ユニット３３及び右側方監視ユニット３４で検出すれば良い。なお、上述したように追
い越しができない交通状況であると判定した場合には、走行制御部Ｆ５は、ＡＣＣ機能を
オンに設定するように指示してもよい。
【０１２６】
　（変形例３）
　以上では、ドライバ意図推定部Ｆ２の推定結果に基づいて表示制御部Ｆ４が表示内容を
変更するディスプレイの組み合わせとして、ＨＵＤ４及びメータディスプレイ５を採用し
た態様を例示した。しかし、表示制御部Ｆ４が制御の対象とするディスプレイの組み合わ
せは、これに限らない。表示制御部Ｆ４が制御対象とするディスプレイの組み合わせは、
適宜設計されればよい。
【０１２７】
　ただし、表示制御部Ｆ４は、制御対象とする２つのディスプレイのうち、自車両正面方
向を向いているドライバにとって、相対的に視認しやすい位置に配置されているディスプ
レイを請求項に記載の第１ディスプレイとして採用し、他方を第２ディスプレイとして採
用することが好ましい。
【０１２８】
　自車両正面方向を向いているドライバにとっての各ディスプレイに対する視認性は、そ
のディスプレイが配置されている位置に応じて定まる。以降では、ディスプレイの搭載位
置と、そのディスプレイに対するドライバの視認性との関係について説明する。
【０１２９】
　まずは、以降での説明の準備として、運転席の周辺においてディスプレイが配置される
領域と、その領域に配置されるディスプレイの種類について述べる。運転席の周辺におい
てディスプレイが配置される領域は、大きくは図６に示すように、運転席の正面領域Ａ１
と、インパネの車幅方向中央領域（以降、単に中央領域）Ａ２とに分けることができる。
運転席の正面領域Ａ１とは、インパネにおいて運転席に対向する領域と、ウインドシール
ドにおいて運転席に対向する領域とを含む領域である。また、中央領域Ａ２とは、インパ
ネにおいて運転席に対向する領域と、インパネにおいて助手席に対向する領域に挟まれる
領域である。なお、図６は、運転席周辺の外観図である。
【０１３０】
　運転席の正面領域Ａ１に設けられるディスプレイとしては、運転席正面領域Ａ１におい
てインパネよりも上方に表示領域を備えるディスプレイや、運転席正面のインパネに設け
られたディスプレイなどがある。運転席正面領域Ａ１においてインパネよりも上方に表示
領域を備えるディスプレイとは、例えば前述のＨＵＤ４であり、運転席正面のインパネに
設けられたディスプレイとは、例えば前述のメータディスプレイ５である。なお、図６中
の符号４Ａで指し示す領域は、ＨＵＤ４の表示領域を表している。
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【０１３１】
　以降では、便宜上、運転席の正面領域Ａ１のうちのインパネよりも上方の領域を、前方
上方領域と称し、運転席の正面領域Ａ１のうちのインパネが配置されている領域を前方下
方領域と称する。前方上方領域には、自車両前方を注視しているドライバの有効視野が含
まれる。すなわち、前方上方領域とは、自車両前方を注視しているドライバにとって、最
も見やすい領域に相当する。また、前方下方領域は、ドライバにとっては自車両前方を注
視している状態から下方に視線を向けることによって見ることができる領域である。
【０１３２】
　一方、中央領域Ａ２に設けられるディスプレイとしては、中央領域Ａ２の最上段に設け
られるディスプレイや、中央領域Ａ２においてステアリングの回転中心の側方に相当する
位置又はその位置よりも下方に設けられるディスプレイなどがある。中央領域Ａ２の最上
段に設けられるディスプレイとは、インパネに内蔵されている、いわゆるマルチファンク
ションディスプレイ（ＭＦＤ：Ｍｕｌｔｉ－Ｆｕｎｃｔｉｏｎ　Ｄｉｓｐｌａｙ）１１で
ある。なお、ＭＦＤ１１は、中央領域Ａ２の最上段において、インパネの座席側端面から
自車両前方側に所定距離奥まった位置に配置されていることが好ましい。
【０１３３】
　さらに、中央領域Ａ２のうち、ステアリングの回転中心の側方に設けられるディスプレ
イとは、車載ナビーション装置が備えるディスプレイや、車載オーディオ装置が備えるデ
ィスプレイが該当する。中央領域Ａ２のうち、ステアリングの回転中心の側方に設けられ
るディスプレイは、様々な名称で呼ばれるが、ここではＡＶＮ（Ａｕｄｉｏ－Ｖｉｓｕａ
ｌ－Ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ）ディスプレイと称する。
【０１３４】
　以降では、便宜上、中央領域Ａ２のうちの、ステアリングの回転中心よりも高い領域を
、中央上方領域と称する。また、中央領域Ａ２のうちの中央上方領域よりも低い領域を、
中央下方領域と称する。中央上方領域は、ドライバにとっては自車両前方を注視している
状態から左側に視線を移動させることによって有効視野に捉えることができる領域である
。また、中央下方領域は、ドライバにとっては自車両前方を注視している状態から斜め左
下に視線を移動させることによって視界の中心に捉えることができる領域である。
【０１３５】
　次に、図７に示すテーブルを用いて、各領域に設けられるディスプレイに対する視認性
の良さの傾向について述べる。ドライバにとっての各ディスプレイに対する視認性は、視
線移動量と、焦点調整量に応じて定まる。視線移動量とは、視線を車両の正面方向に向け
ているドライバが、そのディスプレイを見るために視線を移動させる量を指す。また、焦
点調整量とは、そのディスプレイが配置されている方向に視線を向けた後に、そのディス
プレイに対して焦点を合わせるために要する時間を指す。
【０１３６】
　なお、一般に、人間は、相対的に近くにある物体を見る場合には、遠くに存在する物体
を見ているときよりも両目を内側に寄せなければならない。このため、自車両前方を注視
しているドライバにとっては、ドライバに近い位置に配置されているディスプレイほど、
焦点調整量が大きくなる傾向がある。
【０１３７】
　まずは、各領域に設けられたディスプレイに対する視線移動量について述べる。例えば
、ＨＵＤ４では、自車両正面方向を向いているドライバの視界の中心付近に表示領域が設
けられるため、視線の移動量が非常に小さい。また、メータディスプレイ５やＭＦＤ１１
は、中央下方領域に比べて、自車両前方を注視しているドライバの注視点に近い領域に設
けられているため、視線移動量は、ＡＶＮディスプレイ１２よりも少ない。
【０１３８】
　図７に示す視線移動量の項目に資する二重丸記号は、視線移動量が非常に小さく、丸記
号は、視線移動量が比較的小さいことを意味している。また、三角記号は、他の領域に比
べて視線移動量が大きいことを意味している。
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【０１３９】
　次に、各領域に設けられたディスプレイに対する焦点調整量について述べる。ＨＵＤ４
は、無限遠の点で結像するように情報を表示するため、焦点調整量は非常に小さく抑えら
れることが一般的に知られている。ＭＦＤ１１は、インパネの座席側端面から車両前方側
に所定距離離れた位置に表示画面を備えており、インパネの座席側端面に設けられる他の
ディスプレイ（メータディスプレイ５など）よりもドライバから離れた位置に情報を表示
する。すなわち、ＭＦＤ１１に対する焦点調整量は、メータディスプレイ５やＡＶＮディ
スプレイ１２より小さくなることが期待される。
【０１４０】
　図７に示す焦点調整量の項目に資する二重丸記号は、焦点調整量が非常に小さく、丸記
号は、焦点調整量が比較的小さいことを意味している。また、三角記号は、他の領域に比
べて焦点調整量が大きいことを意味している。
【０１４１】
　以上で述べた視線移動量と焦点調整量を鑑みると、各ディスプレイに対するドライバの
視認性は、ＨＵＤ４、ＭＦＤ１１、メータディスプレイ５、ＡＶＮディスプレイ１２の順
に良いといえる。
【０１４２】
　したがって、仮に、表示制御部Ｆ４が、ＨＵＤ４とＭＦＤ１１を制御対象とした場合に
は、ＨＵＤ４が相対的にドライバにとって視認性がよいディスプレイに相当する。また、
ＭＦＤ１１とメータディスプレイ５を制御対象とした場合には、ＭＦＤ１１が相対的にド
ライバにとって視認性が良いディスプレイに相当する。さらに、メータディスプレイ５と
ＡＶＮディスプレイ１２を制御対象とした場合には、メータディスプレイ５が相対的にド
ライバにとって視認性が良いディスプレイに相当する。
【０１４３】
　（変形例４）
　ここでは、表示制御部Ｆ４が、制御対象とする組み合わせを、ＭＦＤ１１とメータディ
スプレイ５とする場合の一例について述べる。すなわち、この変形例４の表示制御部Ｆ４
は、ドライバ意図推定部Ｆ２の推定結果に基づいて、ＭＦＤ１１とメータディスプレイ５
に表示する内容を適宜変更する。なお、この組み合わせの場合、ＭＦＤ１１が、相対的に
視認性が良いディスプレイに相当する。
【０１４４】
　図８は、この変形例４における支援モード毎の、各ディスプレイに表示する内容の一例
を表したものである。通常モードとなっている場合、表示制御部Ｆ４は、車速、経路案内
情報、ＡＣＣ情報、路面情報といった種類の情報をＭＦＤ１１に表示し、メータディスプ
レイ５には、メカニカルメータの他、ＥＣＯ情報やエアコン情報を表示する。
【０１４５】
　ここでの路面情報とは、路面状態や、路面とタイヤとの間に発生している摩擦力（いわ
ゆるグリップ力）などを表す情報である。また、走行制御システム６が、ドライバの運転
操作や車速に基づいて、ブレーキやエンジン出力の制御を自動的に行うことで、車両の横
滑りを防止する横滑り防止機能を備えている場合には、この横滑り防止機能の作動状態を
路面情報として表示してもよい。
【０１４６】
　次に、運転支援システム１００が追い抜かれモードとなっている場合、表示制御部Ｆ４
は、ＭＦＤ１１にはＡＣＣ情報を最も優先して表示する。これは、本構成においては追い
抜かれモード時にはＡＣＣ機能が自動的にオンとなるため、ドライバは、きちんと先行車
両を捕捉できているか否か、すなわち、アクティブ状態となっているかスタンバイ状態と
なっているかを認識しておく必要があるためである。もちろん、車両の走行を制御するそ
の他の機能（例えばＬＫＡ機能）なども、エアコン情報などよりも優先して表示してもよ
い。
【０１４７】



(23) JP 6327078 B2 2018.5.23

10

20

30

40

50

　なお、運転支援システム１００が追い抜かれモードとなっている場合には、通常モード
時においてはＭＦＤ１１に表示させない情報（例えばオーディオ情報）などを、ＭＦＤ１
１に表示させても良い。また、通常モード時においてはメータディスプレイ５に表示させ
る情報（例えばエアコン情報）を、運転支援システム１００が追い抜かれモードとなって
いる場合にはＭＦＤ１１に表示させても良い。追い抜かれモードとなっている場合、メー
タディスプレイ５には、メカニカルメータの他、ＥＣＯ情報や、メール着信の有無などを
表示する。
【０１４８】
　運転支援システム１００が追い抜きモードとなっている場合、表示制御部Ｆ４は、ＭＦ
Ｄ１１には周辺車両情報を最も優先して表示する。ここでの周辺車両情報とは、自車両周
辺に存在する車両についての情報であって、例えば、自車両周辺に存在する車両の相対位
置や、相対速度などを示す情報である。この周辺車両情報に対応する画像は、周辺車両情
報取得部Ｆ２１が取得した周辺車両データに基づいて生成されればよい。
【０１４９】
　先行車両を追い抜く運転操作（追い抜き操作）をしているドライバにとって視認しやす
いディスプレイ（ここではＭＦＤ１１）に、周辺車両情報を優先的に提示することで、ド
ライバが周囲の交通状況を認識しやすくすることができる。より具体的には、ドライバが
直接又は間接的に視認できない位置に存在する周辺車両を見落とす可能性を低減でき、そ
れに伴って、ドライバが自車両周辺の交通状況を誤認識する可能性を低減できる。
【０１５０】
　以上で述べた態様によれば、ドライバは、周辺車両の相対位置や相対速度を知ることで
、より適切に、追い抜き運転操作を実施することができる。周辺車両情報は、運転情報の
うち、特に優先して表示される追い抜き用運転情報に相当する。また、後続車に追い抜か
れようとしている場合には、ＡＣＣ情報を視認することで、自車両が先行車両を正常に検
出できているか否かを確認することができる。
【０１５１】
　なお、追い抜きモード時には、周辺車両情報以外にも、車速や、路面情報なども表示し
てもよい。また、追い抜きモード時のメータディスプレイ５には、メカニカルメータの他
、ＥＣＯ情報や経路案内情報を表示させる。メータディスプレイ５に表示させる内容は、
適宜設計されれば良いが、オーディオ情報などよりは、運転情報が優先されることが好ま
しい。
【０１５２】
　（変形例５）
　この変形例５は、表示制御部Ｆ４が、ＨＵＤ４とＭＦＤ１１を制御対象とする場合の一
例である。図９は、この変形例５における支援モード毎の、各ディスプレイに表示する内
容の一例を表したものである。なお、ここでは一例として、運転支援システム１００がメ
ータディスプレイ５を備えずに、ＭＦＤ１１がメータディスプレイ５の機能を兼ねている
ものとして説明する。
【０１５３】
　運転支援システム１００が通常モードに設定されている場合、表示制御部Ｆ４はＨＵＤ
４に、車速や、経路案内情報、ＡＣＣ情報、ＥＣＯ情報といった種類の情報を表示する。
また、ＭＦＤ１１には、メータ系情報や、路面情報、オーディオ情報、エアコン情報を表
示する。ここでのメータ系情報とは、車速や、エンジンの回転速度、燃料（又は電池）の
残量などを表す情報である。
【０１５４】
　また、追い抜かれモードとなっている場合、表示制御部Ｆ４はＨＵＤ４には、ＡＣＣ情
報や、車速、オーディオ情報、ＥＣＯ情報、経路案内情報などを表示し、ＭＦＤ１１には
メータ系情報の他、エアコン情報などを表示する。なお、ＨＵＤ４に表示する種々の情報
のうち、ＡＣＣ情報を最も優先して表示することが好ましい。
【０１５５】
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　追い抜きモードとなっている場合、表示制御部Ｆ４は、ＨＵＤ４には車速や、制限速度
、経路案内情報など、実施形態と同様に、運転情報を優先して表示する。もちろん、周辺
車両情報をＨＵＤ４に表示してもよい。また、ＭＦＤ１１には、メータ系情報や、路面情
報を表示する。
【０１５６】
　以上の構成においても、ドライバ意図推定部Ｆ２によってドライバが先行車両を追い抜
こうとしていると判定している場合には、その他の場合に比べて、運転情報を優先的に表
示する。
【０１５７】
　（変形例６）
　変形例３では、運転席周辺に搭載される種々のディスプレイを、その設置位置に基づい
て分類した構成を例示したが、これに限らない。一般的に、人間の視野は、注視点を中心
として、その領域に含まれる情報の認識能力が異なる複数の領域に分割されることが知ら
れている。例えば、情報受容能力に優れる有効視野は、注視点を中心として水平３０度，
垂直２０度となる略楕円状の領域であり、注視点が迅速に安定して見える安定注視野は、
水平に６０～９０度、垂直に４５度～７０度程度である。前述の領域毎の視認性の違いも
、この特性に基づいて定まるものである。
【０１５８】
　そこで、ドライバの視界を、自車両前方を注視しているドライバの注視点を基準とする
複数の領域に分割し、各ディスプレイがどの領域に属するかによって、運転席周辺に搭載
される種々のディスプレイを区別してもよい。例えば、ドライバの視野をドライバの認識
能力が高い順に、第１視野、第２視野、第３視野の３つの領域に分割する。
【０１５９】
　第１視野とは、有効視野に相当する領域であり、ドライバが自車両の前方を注視してい
る時の視線方向（注視方向とする）を基準として水平３０度，垂直２０度となる略楕円状
の領域とする。第２視野とは、安定注視野に相当する領域であって、注視方向を基準とし
て水平６０度，垂直４５度となる略楕円状の領域のうち、第１視野以外の領域を指す。第
３視野は、注視方向を中心として水平９０度，垂直７０度となる略楕円状の領域のうち、
第１視野及び第２視野以外の領域とする。注視方向は、ドライバ毎に定義されても良いし
、運転者席のヘッドレストの中心から車両正面へ向かう方向としてもよい。この注視方向
が請求項に記載の、自車両正面を向いているドライバの視線方向に相当する。
【０１６０】
　このように視野を分割した場合、第１視野に存在するディスプレイにはＨＵＤ４が該当
し、第２視野に存在するディスプレイには、ＭＦＤ１１やメータディスプレイ５が該当す
る。また、第３視野に存在するディスプレイには、ＡＶＮディスプレイ１２が該当する。
【０１６１】
　なお、第２視野をさらに細かく分割することによって、ドライバの視野を４段階で分割
しても良い。このようにドライバの視野を基準としても、運転席周辺に設けられたディス
プレイを区別することができる。
【０１６２】
　請求項に記載の第１角度は、例えば３０度や４５度など、人間の有効視野や安定注視野
を形成する角度とすればよい。また第１角度は、水平方向と垂直方向とで別々に定義され
ても良い。例えば水平方向の第１角度は３０度、垂直方向の第１角度は２０度とすればよ
い。もちろん、第１角度の値は上述した値に限定しない。
【０１６３】
　（変形例７）
　上述した実施形態では、走行制御システム６が提供する機能の例として、ＬＫＡ機能や
ＡＣＣ機能を例示したが、これに限らない。例えば走行制御システム６は、自車両に搭載
された変速機を制御することによってドライバによる加速操作を支援する加速支援機能を
実施出来る構成となっていても良い。
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【０１６４】
　そのような構成においては、走行制御部Ｆ５は、運転支援システム１００が追い抜きモ
ードとなっている場合に、当該加速支援機能を動作させるように走行制御システム６に指
示すればよい。
【０１６５】
　さらに、走行制御システム６は、ドライバの運転操作や車速に基づいて、ブレーキやエ
ンジン出力の制御を自動的に行うことで、自車両の横滑りを防止する横滑り防止機能を実
施できる構成となっていてもよい。なお、加速支援機能や横滑り防止機能は周知の技術を
援用して実現されればよい。
【０１６６】
　（変形例８）
　以上では、表示制御部Ｆ４は、２つのディスプレイのそれぞれに表示する内容を制御す
る態様について例示したが、これに限らない。表示制御部Ｆ４が制御対象とするディスプ
レイの数は、１つであってもよいし、３つ以上であってもよい。
【符号の説明】
【０１６７】
１００　運転支援システム、１　ＨＣＵ（運転支援装置）、Ｆ２　ドライバ意図推定部、
Ｆ２１　周辺車両情報取得部、Ｆ２２　周辺変化量算出部、Ｆ２３　追い抜き判定部、Ｆ
２４　追い抜かれ判定部、Ｆ３　モード設定部、Ｆ４　表示制御部、Ｆ５　走行制御部、
Ｆ６　操作受付部、Ｆ７　通信処理部、４　ＨＵＤ（第１ディスプレイ）、５　メータデ
ィスプレイ（第２ディスプレイ）

【図１】

【図２】

【図３】
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